
●
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
と
国
保
高

　

齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合
を
変
更

　

8
月
に
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
と
、

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
負
担
割

合
を
前
年
の
所
得
に
基
づ
き
変
更
。
該
当

者
に
は
、
7
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す
。
変
更
が
な
い
人
は
、
現

在
お
持
ち
の
受
給
者
証
の
ご
使
用
を
。

●
基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
の
提
出
を

　

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
と
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
で
、
8
月
以
降
に
負
担

割
合
が
2
割
に
該
当
す
る
人
へ
6
月
末
に

申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
収
入
が
基

準
額
に
満
た
な
い
人
は
、
必
ず
期
限
内
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。　
　

●
国
保
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

保
険
税
を
長
期
間
滞
納
す
る
と
保
険
証

の
有
効
期
間
が
短
く
な
る
場
合
や
、
診
療

費
を
一
時
的
に
全
額
（　

割
）
自
己
負
担

10

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
7
月
は
固
定
資
産
税
第
2
期
分
、
国
民

　

健
康
保
険
税
第
2
期
分
の
納
付
月
で
す

　

納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座
振
替

や
納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝
7
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
市

23

10

役
所
3
階
・
理
事
者
控
室

●
烏
帽
子
岳
教
育
キ
ャ
ン
プ
村
を
休
村

　

毎
年
、
夏
休
み
期
間
中
に
開
村
し
て
い

た
「
烏
帽
子
岳
教
育
キ
ャ
ン
プ
村
」
は
、

こ
と
し
は
施
設
の
見
直
し
の
た
め
休
村
し

ま
す
。

●
不
用
に
な
っ
た
児
童
・
生
徒
用
の
机
と

　

い
す
を
お
分
け
し
ま
す

　

応
募
方
法
＝
往
復
は
が
き
に
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
、
希
望
す
る
机
・
い
す
の
数
、

受
け
取
り
先
と
し
て
希
望
す
る
学
校
名

（
市
内
の
小
、
中
学
校
）
を
書
い
て
同
課

へ　

受
付
期
間
＝
7
月
1
〜　

日　

配
布

16

期
間
＝
8
月　

〜　

日
9
〜　

時

23

27

16

●
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
の
手
続
き
を

　

対
象
＝
3
〜
5
歳
の
幼
稚
園
児
を
持
つ

市
内
在
住
者
（
一
部
所
得
制
限
あ
り
）

●
少
年
補
導
委
員
を
ご
存
じ
で
す
か

　

約
二
百
人
の
皆
さ
ん
に
、
子
ど
も
た
ち

の
非
行
防
止
や
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
、
市
内
を　

地
区
に
分
け
て
見
回
り
ご

12

指
導
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

●
平
成　

年
度
使
用
小
学
校
教
科
用
図
書

17

　

の
見
本
を
展
示
し
て
い
ま
す

　

来
年
4
月
か
ら
小
学
校
教
科
用
図
書
が

変
わ
り
ま
す
。
見
本
を
展
示
し
て
い
ま
す

の
で
ご
覧
く
だ
さ
い　

と
き
＝
7
月　

日
30

ま
で　

と
こ
ろ
＝
市
教
育
セ
ン
タ
ー
（
天

神
5
丁
目
・
�
�
9
0
3
3
）

●
県
立
佐
世
保
養
護
学
校
の
学
校
公
開

　

同
校
の
教
育
活
動
の
紹
介
と
、
地
域
へ

の
特
別
支
援
教
育
の
情
報
提
供
、
教
育
相

談
窓
口
の
体
制
作
り
の
一
環
と
し
て
実
施

と
き
＝
7
月　

日
9
〜　

時　

と
こ
ろ
＝

29

12

同
校
小
・
中
学
部
（
竹
辺
町
）　

内
容
＝
学

校
説
明
、
施
設
見
学
、
授
業
体
験
な
ど

●
8
月
は
「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」、

　

8
月　

日
は
「
道
の
日
」
で
す

10

　

道
路
の
重
要
性
に
つ
い
て
ご
理
解
を
。

8
月　

日
に
島
瀬
公
園
で
、
道
の
日
関
連

10

グ
ッ
ズ
な
ど
を
配
布
す
る
予
定
で
す
。

●
浄
化
槽
の
正
し
い
維
持
管
理
を

　

浄
化
槽
は
使
用
方
法
を
間
違
っ
た
り
、

維
持
管
理
を
怠
っ
た
り
す
る
と
川
や
海
の

汚
染
や
悪
臭
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
定
期

的
に
保
守
点
検
、
清
掃
を
専
門
業
者
へ
委

託
し
、
県
が
指
定
す
る
機
関
の
定
期
検
査

を
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

●
フ
レ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
佐
世
保
と
再
就
職

　

支
援
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン

　
【
フ
レ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
佐
世
保
】若
者
を

対
象
と
し
た
求
人
情
報
の
提
供
や
適
職
診

断
な
ど
を
行
い
ま
す　

場
所
＝
湊
町
・
三

洋
ビ
ル
3
階
（
�
�
7
4
3
1
）　
【
再
就

職
支
援
セ
ン
タ
ー
】
中
高
年
求
職
者
の
再

就
職
を
支
援
し
ま
す　

場
所
＝
松
浦
町
・

市
産
業
会
館
2
階
（
�
�
1
0
9
0
）

●
創
業
・
起
業
を
支
援
し
ま
す

　
「
地
域
雇
用
受
皿
事
業
特
別
奨
励
金
」の

支
給
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た　

主
な
支

給
要
件
＝
地
域
に
貢
献
す
る
事
業
を
行
う

法
人
の
設
立
。
3
人
以
上
の
雇
用
保
険
一

般
被
保
険
者
の
雇
用
な
ど　

※
詳
し
く
は

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

2004.7
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権　

子
ど
も　

大
人
と
比
べ
る
と
未
成
熟
な
子
ど
も
は
、
社
会
的
に

も
人
権
が
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環

境
は
、
い
じ
め
・
体
罰
・
虐
待
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
必
ず
し
も
良
い
環
境
に
は
な
い
状

況
で
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
家
庭
や
関
係
機
関
だ
け
で
な
く
社
会

全
体
で
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。　　
　
　
　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
県
立
佐
世
保
養
護
学
校
小
・
中
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
5
9
6
6
）

　
■
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　
■
市
教
育
委
員
会
総
務
課

　
■
市
青
少
年
教
育
セ
ン
タ
ー                   

                              
（
�
�
0
7
8
1
）

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
教
育
委
員
会
総
務
課

　
■
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
■
県
庁
雇
用
労
政
課

　
　
（
�
0
9
5
・
8
2
6
・
3
4
8
1
）

　
■
市
役
所
土
木
部
管
理
課

　
■
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
長
崎
事
務
所

　
　
（
�
0
9
5
・
8
1
1
・
4
8
8
8
）

　
■
市
環
境
保
全
課　
　
（
�
�
1
7
8
7
）

●
祝
日
の
可
燃
ご
み
収
集

　

7
月　

日
（
海
の
日
）
＝
収
集
し
ま
す

19

●
夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　

と
き
＝
7
月　

〜　

日　

ス
ロ
ー
ガ
ン

10

19

＝
「
ま
だ
い
け
る　

ま
だ
大
丈
夫
は　

も

う
危
険
」　

運
動
の
重
点
＝
飲
酒
・
暴
走
等

無
謀
運
転
の
根
絶
▼
自
転
車
の
安
全
利
用

の
推
進　

※
夕
暮
れ
時
に
お
け
る
早
め
の

点
灯
、
雨
天
・
曇
天
時
の
点
灯
に
も
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

●
7
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

　

強
調
月
間
で
す

　

重
点
目
標
＝
地
域
活
動
の
推
進
に
よ
る

少
年
の
非
行
防
止
と
更
生
の
援
助　

統
一

標
語
＝
「
ふ
れ
あ
い
と　

対
話
が
築
く　

明
る
い
社
会
」　
【
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動　

中
学
校
・
高
等
学
校
弁
論
大
会
】
と

き
、
と
こ
ろ
＝
7
月　

日　

時　

分
、
市

17

12

30

労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
矢
岳
町
）

●
原
爆
投
下
の
日
に
黙
と
う
を

　

昭
和　

年
8
月
6
日
午
前
8
時　

分
広

20

15

島
市
に
、
8
月
9
日
午
前　

時
2
分
長
崎

11

市
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
、
多
く
の
方
々
が

犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。
投
下
時
刻
に
サ
イ

レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
の
で
、
犠
牲
者
の
ご

冥
福
を
お
祈
り
し
、
黙
と
う
に
ご
協
力
を
。

　
●
海
外
宝
く
じ
購
入
を
勧
誘
す
る
ダ
イ
レ

　

ク
ト
メ
ー
ル
に
ご
用
心

　

最
近
、
海
外
宝
く
じ
に
つ
い
て
「
申
し

込
み
も
し
て
い
な
い
の
に
当
選
確
実
と
の

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
（
手
紙
）
が
届
い
た
」

「
申
し
込
み
を
や
め
て
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
引
き
落
と
し
が
止
ま
ら
な
い
」

な
ど
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。
国
内
で

の
海
外
宝
く
じ
の
販
売
や
購
入
は
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
が
届
い
て
も
申
し
込
み
は
し
な
い

よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
夏
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ご
協
力
を

　

エ
ア
コ
ン
を
使
用
す
る
と
き
は
次
の
こ

と
に
ご
協
力
を
▼
冷
房
の
温
度
は　

�
以

28

上
に
設
定
す
る
▼
2
週
間
に
1
回
は
フ
ィ

ル
タ
ー
を
掃
除
す
る
▼
日
よ
け
や
扇
風
機

を
併
用
す
る
▼
除
湿
機
能
を
活
用
す
る　

●
平
成　

年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免

16

　

除
を
希
望
す
る
と
き
は

　

申
請
期
間
＝
7
〜
8
月　

手
続
き
＝
市

役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所　

持
参
す
る

物
＝
印
鑑
、
年
金
手
帳　

※
申
請
者
や
そ

の
配
偶
者
、
世
帯
主
が
昨
年
4
月
以
降
に

失
業
し
て
い
る
場
合
は
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
な
ど
の
失
業
を
証
明
す
る
公
的

な
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。　

●
国
保
の
変
更
届
け
は
2
週
間
以
内
に

　

転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
や
記

載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、
世
帯
主
が

戸
籍
住
民
課
か
各
支
所
で
手
続
き
を
。
ほ

か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
も
、
国
保
を

や
め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い
と
、
保
険

税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
最

高
3
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●１４ 

　
■
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

　
■
市
ク
リ
ー
ン
推
進
課
（
�
�
0
6
6
1
）

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1

　

4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
1
）

　
■
市
役
所
地
域
振
興
課

　
■
市
役
所
地
域
振
興
課

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
2
）

平
成　

年
歌
会
始

17

お
題　
「
歩
み
」（「
歩
」
の
文
字
が
入
っ

　

た
熟
語
で
も
可
）

詠
進
要
領

　

一
、
お
題
を
読
み
込
ん
だ
自
作
未
発

　
　

表
の
短
歌
で
、
一
人
一
首
に
限
り

　
　

ま
す
。

　

二
、
用
紙
は
半
紙
を
使
い
、
毛
筆
で
自

　
　

書
し
て
く
だ
さ
い
。

　

三
、
病
気
や
身
体
障
害
の
た
め
、
自
書

　
　

で
き
な
い
と
き
は
、
点
字
、
代
筆
、

　
　

ワ
ー
プ
ロ
な
ど
で
も
詠
進
す
る
こ

　
　

と
が
で
き
ま
す
。

�
代
筆
の
場
合
＝
別
紙
に
代
筆
の
理
由

　

と
代
筆
者
の
住
所
、
氏
名
を
書
い
て

　

く
だ
さ
い
。

�
ワ
ー
プ
ロ
、
パ
ソ
コ
ン
の
場
合
＝
別

　

紙
に
機
器
を
使
用
し
た
理
由
を
書
い

　

て
く
だ
さ
い
。

あ
て
先

　

�
1
0
0
の

　

8
1
1
1
、

　

宮
内
庁

（
詠
進
歌
）

締
め
切
り

　

9
月　

日
30

（
消
印
有
効
）

 
お
題 
「
歩
み
」

　
　

　

、、、、、、、、、、

　

、、、、、、、、、、

�　

住
所

　
　

電
話
番
号

　
　
 
氏　

名 

ふ

り

が

な

　
　
　
　

生
年
月
日

　

職　

業


